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【（１）樹林地、農地、水辺空間等の保全】
私が住んでいる「自然共生ゾーン」と「都市活用ゾーン」の境界付近には、四日市東I.C周辺がありますが、これには四日市市
内における産業廃棄物不適正処理事案の大矢知・平津事案の広大な土地が連なっています。既に行政代執行が２年前に終
えており、３０年前に交わした覚書や実施協定書も実質的には空文となっていると思われます。
まさしく、自然公園や総合防災拠点に適した土地であり、諸問題を解決しながら前向きに取り組んでいただきたい。

郊外部の丘陵地にある樹林地や農地は保全を図るとともに、都市的土地利用の際には自然環境に配慮した土地利用を促
進する考えです。
大矢知・平津事案については、三重県において、周辺の生活環境の保全を図り住民の安全・安心を確保するため、平成24年
9月から令和5年3月まで対策事業が行われ、以降は対策効果を確認するため、水質モニタリング等が実施されています。ま
た、定期的に地元代表者、学識経験者、三重県、四日市市による四者協議を開催するなどリスクコミュニケーションが図られ
ており、引き続き、所管部局において、三重県とも連携して必要な対策を進めるとのことです。なお、当該地の跡地活用につ
いては、現時点で課題が多い状況と聞いていますが、引き続き、活用方法などの情報収集に努めてまいります。
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【3-2 目指すべき将来都市構造】
・拠点へのアクセスについて
拠点として位置づけられているもののうち、買い物拠点は沿道商業の自然発生的進展、工場跡地への大規模店の立地と
いった、従来の都市計画の意図とは異なる形で成立したものである。
従って、拠点相互の連絡、周辺市街地からのアクセスなど、交通拠点を含めて拠点として備えるべきインフラについての方針
が欠如しているように感じられる。

本市は、臨海部から都市が発展してきましたが、産業の振興とともに増加する人口の受け皿として、郊外部に住宅団地が造
成されました。そうした中で土地利用転換などにより、生活を支える拠点的な商業機能が立地しています。立地に際しては、
商業系土地利用を図るエリアとして都市計画マスタープラン全体構想に位置付けるとともに、商業系の用途地域を指定し、大
規模な商業機能の立地を限定するなど、市域全体でバランスの取れた土地利用となるよう計画しています。
買い物拠点や交通拠点は、将来都市構造イメージに示すとおり、市域の北部、中部、南部において、まちづくりの軸となる基
幹的公共交通の沿線付近にバランスよく位置しています。これらを踏まえ、市民、交通事業者、行政機関など交通に関わる
関係者が連携しながら、各拠点へのアクセスを含めて、中心市街地を中心とした交通ネットワークの維持・再編に取り組んで
いく考えです。なお、拠点間のネットワークのニーズなどのご意見については、交通事業者への情報提供に努めてまいりま
す。
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【3-2 目指すべき将来都市構造】
・中心拠点について
かつては商業業務機能が集積する市内随一の地区であり、商業地域に指定されている区域が大半を占めているが、用途地
域指定の趣旨に反して近年、商業機能は郊外に分散し、住宅地への転換が進んでいる。
中心市街地活性化計画が策定されて久しいが、とりわけ三滝通り以東の区域では、JR四日市駅周辺を含め低利用の土地
が増加しており、地価も郊外住宅地より低い状況にあるなど、活性化とは逆行している。
銀行跡地など比較的規模の大きい敷地ではマンションなどに土地利用転換されているが、アーケードなど商店街としてのイ
ンフラが整備されている沿道に商業地としての顔を持たないため、商業地としてのポテンシャルは下がる一方である。
元々、住居併用型の小規模な個人店舗を主としていたため、商業サービス部分が流出した結果、住部分のみが残され、戸
建て住宅地になりつつあるが、現行都市計画では400～500％の高容積率が指定されているため、現状を放置すると、比較
的狭い敷地でもワンルームマンションなどは立地しやすく、中心拠点の姿としては疑問が残る。
JR駅周辺では大学誘致の計画もあるが、地域の活性化には強力なインセンティブを地権者に与え、再開発を促進するなど
の方策も必要であろう。
以上を踏まえると、従来のように中心拠点を近鉄駅からJR駅までを一括りで捉えるのではなく、JR駅周辺については新都市
拠点のようなネーミングで、四日市の新たな顔となるような施策をとる必要があるのではないかと考える。

本市は、臨海部から都市が発展してきましたが、産業の振興とともに増加する人口の受け皿として、郊外部に住宅団地が造
成される中で現在の都市構造が形成されてきました。そうした中で、県内最大の乗降客数を誇るターミナル駅である近鉄四
日市駅側に比べ、JR 四日市駅側は住宅系土地利用の割合が高く、駐車場などの低未利用地も多い状況であることは認識
しています。
中心市街地においては、そうした状況や鉄道駅からの利便性、関連計画等で検討してきたこれまでのまちづくりとの継続性
などを考慮し、中心市街地活性化基本計画の計画区域を都市機能誘導区域として設定し、市内外から多くの人が訪れ、働
き、学び、楽しみ、交流するような都市機能の誘導を図ることとしています。
JR 四日市駅周辺では、交通結節機能の拡充や都市と港が一体となったまちづくりを進めるとともに、大学や知と交流の拠点
施設（図書館を核とした複合施設）など広域的な都市機能の集積を図ることにより、土地の高度利用や土地利用転換による
都心居住を進め、本市の活性化の核となる中心市街地の人口を増やしていく考えです。
ご提案いただいた方策などのご意見については、施策推進にあたり参考とさせていただきます。
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【3-2 目指すべき将来都市構造】
・コンパクトシティの実現は？
将来人口の減少が見込まれる中で、市街地の外延化には終止符を打つべきであり、里山の保全、農業生産基盤の維持と併
せて市街地の縮小（逆線引き＝コンパクトシティ）の方針も必要ではないかと考える。
インフラが整備されている市街地中心部への人口回帰には、現行制度にはない土地政策（例えば中心市街地活性化計画内
の土地の債権化による土地利用の流動性促進など→四日市方式）も計画の中で提示すべき時期に来ていると考える。

本市におけるコンパクトシティの考え方としては、人口減少・高齢化が進展する中で、無秩序な市街地の拡大を抑制し、豊か
な自然環境や優良な農地の保全と既成市街地の再整備や有効活用により、自然と都市の調和のとれたまちづくりを目指す
考えです。
生活サービスや災害リスクなども踏まえて設定した居住誘導区域において、計画期間である2040年時点の人口密度は、住
宅地として確保すべき最低限の水準である40人/ha を維持する見込みであり、この前提に基づき各種施策に取り組みます。
都市の活力の中心で高次都市機能が集積し、広域交通ネットワークの中心でもある中心市街地については、中心市街地再
開発プロジェクトに呼応する形で人口回帰基調にあることから、引き続き、都市機能誘導に係る施策を進め、民間投資の誘
導を図ります。
ご提案いただいた政策などのご意見については、施策推進にあたり参考とさせていただきます。
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【P49 災害リスク分析（高潮）】
伊勢湾台風時の高潮潮位を具体的に表記を。
上陸時929.5ミリバール、20時～21時頃台風通過、平均最大風速37mの暴風、時には50mを超える暴風、気圧の低下と強風
で水位の上昇は推算潮位3.55m（高潮）も超えた。高まった海面に立つ波高3mの怒涛(どとう)は防波堤を超え、堤防を崩し浸
水して人家を破壊し、非命の死をとげた市民が多数。

P49 の「過去最大規模(伊勢湾台風級930hPa、堤防決壊なし)」の文言は、三重県において水防法に基づく高潮の浸水想定を
算出するにあたり、台風の規模やインフラの状況など想定される諸条件を示したものであり、伊勢湾台風の被害状況などを
示すものではありません。
なお、立地適正化計画の末尾に用語集をつけることとしており、伊勢湾台風について、公表資料やいただいたご意見など踏
まえて記載します。
伊勢湾台風：
昭和34年9月26日に発生した大規模な台風。台風通過時が伊勢湾の満潮時と重なり、気圧の低下(上陸時929.5ミリバール)と
強風(瞬間最大風速50m/s 超)で潮位が高くなった(平均潮位より2m 高い5m 近い高波)ことから、四日市市では富田・富洲原
地区を中心に、死者115人、家屋の全半壊合わせて3,695戸、床上浸水15,125戸、床下浸水3,064戸という未曾有の高潮被害
を出した。

第７章　防災指針

四日市市都市計画マスタープラン全体構想及び四日市市立地適正化計画の見直し案のパブリックコメントにおける意見と意見に対する市の考え方について（令和７年１２月１２日～令和８年１月９日)

四日市市都市計画マスタープラン全体構想

６．自然や緑の保全・創出の基本方針

四日市市立地適正化計画

第３章　立地適正化計画における基本的な方針
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